
広報いわみ H21年8月号 �

児
童
扶
養
手
当
・　
　
　

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
　
　
　

受
給
者
の
方
へ

「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」
は
、　

　
　

児
童
の
養
育
状
況

　
　

生
計
維
持
方
法

　
　

前
年
の
所
得

　
　

公
的
年
金
の
受
給
状
況

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」

は
、
前
年
の
所
得
な
ど
を
確
認
す
る
た

め
、
毎
年
８
月
に
提
出
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
８

月
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。
届
出
が
必
要
な
方
に
は
、
関

係
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
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へ
手
続
き
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
支
給
停
止
に
な
っ
て
い
る
方

も
届
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

住民生活課　子育て支援係　�73－1415　　　福祉保健課　すこやか係　�73－1333問い合わせ先

国
民
年
金
に
は
障
害
へ
の

　
　
　
　

保
障
が
あ
り
ま
す住民生活課　�73－1415問い合わせ先

�
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�
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★
保
険
料
納
付
済
期
間
（
免
除
期
間

を
含
む
）
が
加
入
期
間
の
3
分
の

2
以
上
あ
る
者
の
障
害
。

★　

歳
未
満
の
と
き
に
初
め
て
医
師

20の
診
療
を
受
け
た
も
の
が
、
障
害

の
状
態
に
あ
っ
て　

歳
に
達
し
た

20

と
き
、
ま
た
は　

歳
に
達
し
た
後

20

に
障
害
の
状
態
と
な
っ
た
と
き
。

�
�
�
�
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★
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た
と

き
か
ら
1
年
6
ヶ
月
経
過
し
た
と

き
（
そ
の
間
に
治
っ
た
場
合
は

治
っ
た
と
き
）
に
障
害
の
状
態
に

あ
る
か
、
ま
た
は　

歳
に
達
す
る

65

ま
で
の
間
に
障
害
の
状
態
に
な
っ

た
場
合
。
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【
一
級
】

　

9
9
0
、
1
0
0
円
＋
子
の
加
算

【
二
級
】

　

7
9
2
、
1
0
0
円
＋
子
の
加
算

　

子
の
加
算

　
　

第
一
子
・
第
二
子

　
　
　
　

各 
2
2
7
、
9
0
0
円

　
　

第
三
子
以
降

　
　
　

各  
7
5
、
9
0
0
円

　

子
と
は
次
の
も
の
に
か
ぎ
る

・　

歳
到
達
年
度
の
末
日
（
3
月

18
　

日
）
を
経
過
し
て
な
い
子

31
・　

歳
未
満
で
障
害
等
級
1
級
ま

20た
は
2
級
の
障
害
者

〜
障
害
等
級
の
例
〜

�
�

・
両
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の

・
両
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の

・
両
目
の
矯
正
視
力
の
和
が
0
・　
04

以
下
の
も
の

�
�

・
１
上
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の

・
１
下
肢
の
機
能
に
著
し
い
障
害
を

有
す
る
も
の

・
両
目
の
矯
正
視
力
の
和
が
0
・　
05

以
上
0
・　

以
下
の
も
の

08

　
　〜

手
続
に
つ
い
て
〜

※
障
害
基
礎
年
金
の
裁
定
手
続
は
役

場
窓
口
で
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

用
紙
も
役
場
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

①現況届用紙
②前年度交付された証書（支給停止者は除く）
③受給者及び児童の属する世帯全員の住民票（同一
住所に別世帯登録があれば、その世帯の住民票も
必要←受給者請求の場合は委任状が必要)
④所得証明書
（※平成21年１月１日に岩美町に住民登録がな
かった方のみ）
⑤手続きに使用している印鑑
⑥その他（必要な方には書類が同封してあります。）

８
月
は
『
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
』
の
提
出
の
月
で
す
。

①所得状況届用紙
②前年度交付された証書
（支給停止者は除く）
③所得証明書
（※平成21年１月１日に岩
美町に住民登録がなかった
方のみ）

④手続きに使用している印鑑

児童扶養手当 特別児童扶養手当

【手続きに必要なもの】
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